
議案第３４号 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

  令和６年１１月２９日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊 

 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成２６年東京都板橋区教育 

委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２２．５」

に、「１００分の１３０」を「１００分の１４０」に改め、同項第２号中「１

００分の５５」を「１００分の６０」に、「１００分の６３．７５」を「１０

０分の６８．７５」に改める。 

第２条 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「１００分の１２２ .５」を「１００分の１１７ .５」

に、「１００分の１４０」を「１００分の１３５」に改め、同項第２号中「１

００分の６０」を「１００分の５７．５」に、「１００分の６８．７５」を

「１００分の６６．２５」に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

 

（提案理由） 

勤勉手当の支給割合の変更に伴い、関係規則を整備する必要がある。 
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

第 1条による改正（幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則） 

改 正 案 現   行 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

（平成２６年東京都板橋区教育委員会規則第１３号） 

 

第第１条～第３条 略 

（支給割合） 

第４条 条例第３０第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表下欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

（１） 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の

職員 １００分の１２２．５（条例第１０条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては１００分の１４０） 

（２） 定年前再任用短時間勤務職員１００分の６０（条例第１０条の

規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては１００分の６

８．７５） 

２～３ 略 

以下略 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

（平成２６年東京都板橋区教育委員会規則第１３号） 

 

第１条～第３条 略 

（支給割合） 

第４条 条例第３０第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表下欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

（１） 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の

職員 １００分１１２．５（条例第１０条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員にあっては１００分の１３０） 

（２） 定年前再任用短時間勤務職員１００分の５５（条例第１０条の

規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては１００分の６

３．７５） 

２～３ 略 

以下略 
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第２条による改正（幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則） 

改 正 案 

現   行 

※「現行」は幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則(令和５年東京都板橋区教育委員会規則第２１号)による改正（令和５年

１２月１日施行）後のもの 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

（平成２６年東京都板橋区教育委員会規則第１３号） 

第１条～第３条 略 

（支給割合） 

第４条 条例第３０第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表下欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

（１） 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の

職員 １００分の１１７．５（条例第１０条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては１００分の１３５） 

（２） 定年前再任用短時間勤務職員１００分の５７．５（条例第１０

条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては１００分

の６６．２５） 

２～３ 略 

以下略 

 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和７年４月１日から施行する。 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

（平成２６年東京都板橋区教育委員会規則第１３号） 

第１条～第３条 略 

（支給割合） 

第４条 条例第３０第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表下欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

（１） 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の

職員 １００分の１２２．５（条例第１０条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては１００分の１４０） 

（２） 定年前再任用短時間勤務職員１００分の６０  （条例第１０

条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては１００分

の６８．７５） 

２～３ 略 

以下略 

 

 


